
芦 屋 の 景 観 に つ い て



市民からの住環境の評価

芦屋市都市計画マスタープラン 市民アンケート（Ｒ３．６）より

まちづくりへの評価では

「満足」と「やや満足」を合わせた数値が

「自然環境の美しさ」 88.1%

「まちの緑や花の豊かさ」 83.9%

「建築物などまちなみの美しさ」 82.0%

「山、川、海などの自然環境の保全」82.0%

景観、自然や緑への評価は高い



市民からの住環境の評価

芦屋市都市計画マスタープラン 市民アンケート（Ｒ３．６）より

一方で

「満足」と「やや満足」を合わせた数値が

「まちの楽しさ」 46.0%

「車の移動のしやすさ」 62.4%

「自転車移動のしやすさ」 51.1%

利便性には課題を感じる声も



芦屋市で定める景観地区・計画の一例

・芦屋市景観計画

・芦屋市緑の基本計画

・芦屋市屋外広告物条例

・風致地区制度

・JR芦屋駅周辺地区都市再生整備計画

・南芦屋浜景観形成地区



これまでの取り組み

・芦屋市都市景観条例の制定 （平成 8年10月1日）

・芦屋市景観形成基本計画の策定 （平成 8年11月）

・芦屋景観地区の決定 （平成21年 7月1日）

・芦屋市都市景観条例の全部改正 （平成21年 7月1日）

・芦屋川南特別景観地区の決定 （平成22年11月1日）

・芦屋川特別景観地区の決定 （平成24年 4月1日）

・景観行政団体へ移行 （平成26年 4月1日）

・芦屋市都市景観条例の一部改正 （平成26年 4月1日）

・芦屋市景観計画の策定 （平成27年 1月）

・芦屋市景観形成基本計画の改定 （平成27年 1月）

・芦屋市屋外広告物条例の施行 （平成28年 7月1日）

・景観重要建造物の指定 （平成30年10月10日）



景観形成の基本的な考え方

基本的な考え方

公的領域に接する領域
は、都市景観に大きな
影響を与えるため、建
築物、工作物、植栽等
の諸要素を一体的に計
画する。

とりわけ街角は影響が
大きいため重視する。



景観資源が全市域にわたって散らばっている。

市内全体が保全すべき景観である。

→平成２１年７月より市域全域を

景観法に基づく「景観地区」に指定

また芦屋川周辺についても本市を

代表する景観として特に景観保全を図る

平成２４年４月より

「芦屋川特別景観地区」に指定

景観形成の基本的な考え方



芦屋市緑の基本計画

緑をつくる

緑をいかす

緑でつながる

という３つの方針で

緑化を進め、まちづくりに

取り組んでいます。

・9,600本もの街路樹

・オープンガーデン

・うちぶん、宮塚公園の整備



屋外広告物条例
本市のまちなみに

ふさわしい広告景観を

形成するために制定

看板やポスターなどのほか、

壁面に直接表示する文字や、商品名、

写真、のぼりなども対象



突出看板の撤去（大原町）

屋外広告物条例の事例



大切にすべき都市の風致

風致地区は、都市の風致を維持するために

都市計画によって定められる地域地区をいう

「都市の風致」とは……

都市のなかにある良好な自然的景観

都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な

区域について定めています。

芦屋市には２つの風致地区が定められており

風致地区内において建築物の新築等の行為を

行う場合は芦屋市長の許可が必要です。





美しい芦屋の未来へ

芦屋の町並みは、地域の人々や民間の住宅

地形成によってその基礎が築かれ、生活文化

によって育まれてきました。

しかし、社会経済の変化やライフスタイルの

多様化が進み、経済合理性に基づく開発行為

が多くなったため規制による良好な景観や住

環境の形成は難しくなっています。

市と市民と事業者がともに考え、未来の美しい景観を描きましょう



さいごに

芦屋市都市景観賞やってます！
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